
財団法人 静岡県教職員互助組合 様 平成 年 月 日
下記のとおり､ 申し込みますので貸付を願います｡
貸付を受けたうえは､ 静岡県教職員互助組合の貸付に関する規定を遵守し､ この借入金の弁済の履行について一切の

責任を負うことはもとより､ 退職時に弁済が未完了のときは､ 一括清算いたします｡
なお､ 退職金が支給される場合には､ その残高を退職金から控除することを承諾いたします｡
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平成 年 月 ～ 平成 年 月 ( ヶ月)

奨学者に関する事項
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所
属
所
記
入
欄

上記の記載事項は､ 事実と相違ないことを証明し､ 貸付は適当であることを認めます｡

平成 年 月 日

所属所長氏名 職印

事務取扱者氏名 印
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貸付開始日 貸付番号 調 査 受 付 日

(注意事項) (1)本申込書をもって金銭消費貸借契約書にかえますので申込人が必ず収入印紙を貼付し､ 消印してください｡
(2)本申込書は､ 弁済完了後においても返還いたしません｡
(3)収入印紙は､ 送金月額×借用期間 (送金月数) を借用金額とします｡
(4)記入については､ 裏面のご案内をお読みください｡

財団法人静岡県教職員互助組合 ℡054－254－3626

奨学資金借用申込書

H21 . 7 . 1

収入印紙

10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 10,000円

(貸付第02号)

印



１ 奨学資金について
(1) 貸付事由等について

(2) 送金額及び送金期間について

(3) 返済方法について
ア 返済は､ 送金期間終了月の翌月から開始となります｡
イ 返済方法は､ ボーナス返済併用可とし､ 返済回数120回以内となります｡

(ボーナス返済は､ 組合員１人当たり１種別に限る｡)
ウ 送金終了後に､ 返済方法の確認をします｡
エ 送金中は無利息､ 送金終了より利息を付して返済となります｡

２ 貸付利率について
貸付利率は､ 本則を年利4.26％とし､ 公立学校共済組

合が特例貸付利率を適用している間､ その貸付利率に連
動する変動貸付利率とします｡ (保険料充当金率は含み
ません｡)

３ 申込締切日､ 送金日について
(1) 12月､ ３月､ ４月は､ 締切日が変更される場合がありますのでご確認ください｡
(2) 申込締切日が休祝日､ 日曜日及び土曜日の場合は､ 前日とします｡
(3) 送金日 (貸付日) が金融機関休業日の場合は､ 翌営業日とします｡

４ 注意事項
(1) 給料月額は､ 教職調整額を含まないものを記入してください｡
(2) 送金先は､ 組合員または奨学者の口座とします｡
(3) 添付書類は貸付審査において必要と判断した場合､ 定められたものの他に書類の提出を求めることがあり
ます｡

貸付事由 申込資格 申込締切日⇒審査日⇒送金日 添付書類

組合員本人及び子弟の学資資金が必要なとき 加入後３年以上 28日⇒１日⇒５日 合格通知書､ 入学許可書
又は在学証明書の写し

学校 送金額 送金期間

高等学校 月額１万円
学則に定める最低修業年限以内大学及びこれに準じる学校

月額２～５万円
大学院修士課程

本則 特例貸付利率

4.26％ 3.76％ 3.26％ 2.76％ 2.66％

奨学資金のご案内


